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◆ 世界リーダーシップサミットの開催 

アジア消防長協会（イフカ）事務局 

平成２３年１０月１０日（月）～１０月１１日（火）の２日間、スイス連邦チューリッヒ市（ス

イスホテル）において、米国の国際消防長協会（ＩＡＦＣ）主催による「世界リーダーシップサ

ミット（第１回）」が開催されました。 

今回の開催には、米国をはじめ、英国、アイルランド、南アフリカ共和国、オーストラリア、

ノルウェー、カナダ、ドイツ、スイス、日本から消防関係団体が出席し、近年の消防事情や消防

の在り方等についての情報交換や協議等が行われました。 

日本からは全国消防長会坂井事務総長（イフカ会長代理）他２名が出席し、日本の消防体制や

来年開催予定の札幌イフカ総会の案内等のほかに、東日本大震災での被災状況や消防機関の活動

状況について映像を交えて報告しました。 

２日間に渡る会議では、参加国の慣習や文化を交えたうえでの活発な意見交換が行われ、今後

の消防の在り方に関する有意義な会議となりました。 

なお、次回の開催については今のところ未定です。 

    
 

 

 

 

 

 

◆ 局所災害発生時に建設業協会が消防活動を支援 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成２３年９月１日（木）

の「防災の日」に、滋賀県建設業協会湖南支部と「局

所災害時の消防活動支援に関する協定」を締結しま

した。 

この協定は、当消防局管内で発生した局所災害に

おける消防活動を円滑に実施するために、当協会が

保有する重機等の資機材や特殊な技能・知識を有し

た人材を、当消防局の要請により現場に派遣してい

ただくもので、建物火災や機械事故、土砂災害など、

多岐にわたる災害に迅速に対応できるよう消防活動

体制のより一層の強化を図るものです。 

 

 

№２３３９ 
発行日 平成２３年１０月１８日 

発行所 全国消防長会 

（財）全国消防協会 

担 当 企画課 03（3234）1321 

消防本部の動き 

両会の動き 

【協定書に調印した森川支部長（左） 
  と岩佐消防局長（右）】 

【サミット開催状況】 【ＩＡＦＣ事務局長による進行】 



 

◆ 東北地方消防職員による東日本大震災手記の掲載 

～生活あんぜん・あんしん情報誌「雪」１０月号～ 

神戸市消防局（兵庫） 

神戸市消防局監修の月刊誌「生活あんぜん・あんしん情報誌『雪』」 

１０月号に、東日本大震災の最前線で活動した東北地方消防職員の 

手記を掲載いたしました。 

これらの手記は、神戸市を含む兵庫県緊急消防援助隊が 

派遣された２地域の消防職員の皆様から寄せられたものです。 

【掲載内容】 

宮城県 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部職員 １２名 

宮城県 亘理地区行政事務組合消防本部職員       １２名  

計２４名の手記 

 

 

 

◆ 予防業務研修会の実施 

東近江行政組合消防本部（滋賀） 

 東近江行政組合消防本部では、平成２３年９月２９日（木）に、予防技術の向上、技術の伝承 

を目的に予防業務研修会を実施しました。 

 今年度消防大学校に入校した職員が「最近の予防行政について」と題して講義を実施し、続い

て査察シミュレーション訓練を実施しました。この訓練は、全くのブラインド訓練とし、訓練ス

タッフ扮する関係者相手に「給油取扱所における事故によりガソリンが漏洩した事案」、「物品

販売店における避難通路への商品の展示」など、例題を４題想定し、各消防署予防係員がステー

ジ上で立入検査のシミュレーション訓練を実施しました。関係者とのやりとりや命令を発動する

場面などもあり、本番さながらの訓練が実施できました。 

 今後も定期的に訓練を重ね、あらゆる事案に対応できるように予防技術の向上に努めていきま

す。 

 

 
 

 

 

◆ 「県際消防連絡会林野火災防ぎょ合同訓練を実施」 

豊橋市消防本部（愛知） 

豊橋市消防本部では、平成２３年１０月２日（日）、市内の石巻山麓一帯において、県境を接す

る愛知県の豊橋市、新城市、静岡県の浜松市、湖西市の各消防本部（局）・消防団で構成する県際

消防連絡会による林野火災防ぎょ合同訓練を実施しました。 

 今回の訓練は、県際消防連絡会としては、昨年度に浜松市で行われた訓練に続き３回目で、各

市の消防本部（局）・消防団のほか愛知県防災航空隊も参加して、９機関、人員２１５名、車両２

４台、ヘリコプター２機の規模で、情報収集・伝達、長距離中継送水、ヘリコプターによる空中

消火、残火処理などの訓練を実施し、県境付近での大規模林野火災発生時における情報の共有、

指揮命令、活動要領など相互連携を改めて確認することができました。 

 

 

【例題検討状況】 【シミュレーション訓練状況】 



   
 

 

 

 

 

 

◆ 「ショアリング」訓練の実施 

 大津市消防局(滋賀) 

大津市消防局では、平成２３年１０月７日（金）に四日市市消防本部(三重県)との合同「ショ

アリング」訓練を実施しました。１０月下旬から１２月上旬にかけて、総務省消防庁主催で全国

３ブロックにおいて、国際消防救助隊の実戦的訓練が実施予定であるため、その訓練種目である

建物内部から倒壊防止を図る「レースド・ポストショア」訓練を実施しました。 

訓練では、当消防局が今年度導入したエアネイラー（空気式釘打ち機）を使用し、初めて会っ

た隊員同士間のコミュニケーションを重視しながら、迅速、的確な実戦的訓練が実施できました。 

 今後も所属本部をこえた実戦的な訓練を通じ、座屈耐火建物等における救助活動技術の向上に

努め、いかなる時でも大規模地震災害に対応できるよう取組んでいきます。 

   
 

 

 

 

 

◆ 住所等の変更 

○ ３２２０４ 沼津市消防本部（静岡） 

新住所    〒４１０－００５３ 静岡県沼津市寿町２番１０号 

新ＦＡＸ番号 ０５５－９２３－９９１１ 

※ 移転のため、平成２３年１０月１日（土）付けで変更しました。 

※ 電話番号、その他の変更はありません。 

 

◆ ホームページＵＲＬの変更 

○ ３１４０４ 栃木市消防本部（栃木） 

新ホームページＵＲＬ

http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000009000/hpg000008053.htm 

 

【浜松市消防航空隊ヘリコプター 
  「はまかぜ」による空中消火訓練の様子】 

【長距離中継送水訓練による 
放水活動の様子】 

【エアネイラーを活用した  
        ショアリングの設定状況】 

【両本部の連携による 
         ショアリング設定状況】 



 

 

 

◆ 避難勧告等の発令基準等に係る点検等について 

消防庁 

 「避難勧告等の発令基準等に係る点検等について」（平成２３年１０月４日付け消防災第３１

９号）が消防庁国民保護・防災部防災課長名にて、都道府県消防防災主管部（局）長あてに次の

とおり通知されましたのでお知らせします。 

風水害対策については、「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」（平成２３年

５月２７日付中防消第１２号）、及び「風水害対策の強化について」（同日付消防災第１９１号）

（別添（省略））により通知しているところですが、平成２３年台風第１２号及び第１５号に伴

う記録的な大雨では、紀伊半島を中心に西日本から東日本の各地で、水害・土砂災害が発生し、

多くの方々が被災するなど甚大な被害を受けたところです。また現在も、大雨により地盤の緩ん

でいるおそれがある地域や、河道閉塞に伴う土石流発生の危険性が継続している地域があるとこ

ろです。 

今回の台風災害にあっては、一部の市区町村で避難勧告等の発令が夜間になってしまった事例、

避難勧告等が発令されていなかった地区で人的被害が発生した事例、比較的安全と思われる場所

に避難していて被害にあった事例及び災害に伴う停電等により住民への情報伝達手段が途絶えた

事例などが報告されています。 

これらのことを踏まえ、現時点において特に留意、点検いただきたい事項を下記のとおり取り

まとめましたので、貴都道府県内の市区町村に対して本通知の内容を周知いただきますとともに、

市区町村において必要な点検等が早急に実施されるよう、適切な助言等を行っていただきますよ

うお願いいたします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助言とし

て発出するものであることを申し添えます。 

記 

１ 避難勧告等の発令基準が未策定の市区町村にあっては発令基準の早急な策定を、また発令基

準が策定済の市区町村にあっては当該発令基準が「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガ

イドライン」（平成１７年３月）に沿った具体的なものとなっているかどうかの点検とそれに

基づく必要な見直しの検討等を行うこと。また、土砂災害が発生するおそれのある地区に住む

災害時要援護者等の避難について、避難が夜間になりそうな場合には日没前に避難が完了でき

るように体制の整備等（避難準備情報の活用など）に努めること。 

２ 市区町村が指定している避難場所や避難所（以下、「避難所等」という。）について、土砂

災害警戒区域など災害発生のおそれのある区域に入っているものが無いかどうかの点検を早急

に行うこと。土砂災害警戒区域等に入っている避難所等がある場合には、見直しの検討等を行

うこと。 

３ 防災行政無線（屋外拡声子局、中継局舎及び非常電源装置等を含む。）の整備状況（設置場 

所、非常電源など）の点検とそれに基づく必要な対策の検討等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ エアゾール製品の適正な保管について（危険物保安室長通知） 

消防庁 

 エアゾール製品の適正な保管について（平成２３年１０月７日付け消防危第２１８号）が危険

物保安室長名にて、各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各政令指定都市消防長あてに

次のとおり通知されましたのでお知らせします。 

 危険物行政に係る指導につきましては、平素より御尽力を賜り感謝申し上げます。 

さて、先般、別添１（省略）のとおり神奈川県川崎市において、エアゾール製品を大量（約１

９万８千本）に保管している倉庫で火災が発生し、鎮火までに長時間を要しました。 

調査の結果、保管されていたエアゾール製品の内容物は危険物第四類第一石油類に該当し、指

国等の動き 

【連絡先】国民保護・防災部防災課 

担 当：浦田、川合、原田 
電 話：０３－５２５３－７５２５ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３５ 



定数量を大幅に超えて保管されていたにもかかわらず、消防法第１０条に基づく仮貯蔵の承認及

び第１１条に基づく許可を受けていなかったこと、また、当該エアゾール製品は、噴射剤として

使用されている液化石油ガスの総量が消防法第９条の３に規定する数量以上であったにもかかわ

らず、消防機関に届出がなされていなかったことが判明しました。 

これらの消防法違反の要因として、関係者の消防法令に関する認識不足等が考えられることか

ら、同様の事案の有無について必要に応じ立入検査などにより把握するとともに、倉庫業者等の

関係者に対し、火災発生の防止と保安管理の一層の徹底を図るため、下記事項の周知徹底を行う

など、御指導いただきますようお願いいたします。 

貴職におかれましては、この旨都道府県内の市町村に対しても周知されるようお願いいたしま

す。 

なお、社団法人日本倉庫協会、社団法人日本エアゾール協会、ＬＰガス団体協議会、社団法人

日本ガス石油機器工業会及び社団法人全日本トラック協会に対して別添２（省略）のとおり依頼

しておりますので、念のため申し添えます。 

本通知は消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条に基づく助言として発出するも 

のです。 

記 

１ 危険物に関すること 

⑴ エアゾール製品の薬剤には、危険物に該当するものがあること。 

⑵ エアゾール製品の薬剤が危険物に該当する場合、消防法等の関係規定を順守するべきこと。 

２ 消防法第９条の３に関すること 

⑴ エアゾール製品の噴射剤には、液化石油ガスを使用しているものがあること。 

⑵ エアゾール製品のうち、保管する液化石油ガスの量が合計で300 ㎏以上になる場合には、

消防機関への届出が必要であること。 

⑶ 液化石油ガスを充填したカセットボンベについても、保管する液化石油ガスの量が合計で

３００㎏以上になる場合には、消防機関への届出が必要であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２３年度国の補正予算（第１号）に係る消防防災施設災害復旧費補助金及び消防防災設 

備災害復旧費補助金交付決定（第二次） 

消防庁 

標記について、平成２３年１０月７日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

 消防庁は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第１７９号)第６ 

条第１項の規定に基づき、消防防災施設災害復旧費補助金及び消防防災設備災害復旧費補助金に 

ついて、本日、次のとおり交付決定を行いました。 

１ 今回交付決定額                     １４１億５４百万円 

(内訳) 消防防災施設災害復旧費補助金           ７７億５３百万円 

消防防災設備災害復旧費補助金            ６４億０１百万円 

２ 今回交付決定の主な対象施設・設備及び数量 

○ 消防防災施設災害復旧費補助金 

消防庁舎                 ２８団体  １０億６０百万円 

消防団拠点施設（団詰所等）         ８団体   １億１０百万円 

消防救急無線施設（局舎、鉄塔等）     １１団体  ２１億９１百万円 

防災行政無線施設（局舎、鉄塔等）     １８団体  １８億８２百万円 

○ 消防防災設備災害復旧費補助金 

消防団設備総合整備事業(車両、資機材等) 

１５団体   ２億５６百万円 

消防救急無線設備(基地局設備、携帯無線機等） 

１３団体  ３５億０５百万円 

防災行政無線設備(親局、戸別受信機等)   １６団体  １８億７８百万円 

【連絡先】危険物保安室 

担 当： 中本 玉越 
電 話：０３－５２５３－７５２４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３４ 



３ 県別補助金交付決定状況 

別紙一覧参照（省略） 

※市町村別などの詳細については、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/）に掲載し

ます。 

※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou23nen.html）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第１７回危険業務従事者叙勲（消防関係） 

消防庁 

標記について、平成２３年１０月８日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

第１７回危険業務従事者叙勲（消防関係）受章者は、６２２名で勲章別内訳は次のとおりです。 

瑞宝双光章 ３８６名 

瑞宝単光章 ２３６名 

計 ６２２名 

（受章者名等は、別添(省略)の受章者名簿に記載されています。） 

発令年月日 平成２３年１１月３日（木） 

受章者は、消防職員として国民の生命、身体及び財産を火災等の災害から防御するため、永年 

にわたり著しく危険性の高い業務に精励するとともに消防力の強化、充実に尽力され、消防の発 

展に貢献し、社会公共の福祉の増進に寄与された方々です。 

○ 伝達式日程 

１ 日 時 １１月１１日（金） １１時１５分～１１時４５分 

２ 場 所   日比谷公会堂 

千代田区日比谷公園１番３号 

３ 出席予定者 総務大臣、消防庁次長、国民保護・防災部長、審議官、消防大学校長、消防 

       研究センター所長、総務課長 

※ 名簿（省略）には、１０月４日（火）の閣議において、勲章が授与されることに決定した者 

 を記載しておりますが、発令日までの間に、名簿の記載事項に異動が生じることもありますの 

で、ご承知おきください。 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou23nen.html）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 国際消防救助隊の実戦的訓練の実施 

消防庁 

標記について、平成２３年１０月１４日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

国際消防救助隊員は、国内で用いる救助技術や活動手法だけではなく、近年、国連を中心とし

て発展している国際的な連携・調整手法や、国内とは異なる活動環境下で適切かつ安全に活動す

るための知識・技術を修得しておく必要があります。 

消防庁では、全国の国際消防救助隊登録消防本部（７７消防本部）を３地域に分け、東京、大

阪、福岡の３会場において以下の日程で、国際消防救助隊の実戦的訓練を実施します。 

【連絡先】消防・救急課 

担 当： 澤田理事官、岩田係長 
電 話：０３－５２５３－７５２２ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３５ 

【連絡先】総務課 

担 当：西澤政策評価広報官･宗係長 
電 話：０３－５２５３－７５２１ 

内線（４２１７１） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３１ 
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１ 実施会場 

⑴ 大阪会場 

日 時：平成２３年１０月１８日（火）～２１日（金） 

場 所：大阪市消防局舞洲訓練場 他 

参加者：国際消防救助隊員５８名（２３消防本部） 

⑵ 福岡会場 

日 時：平成２３年１１月８日（火）～１１日（金） 

場 所：福岡市消防学校 

参加者：国際消防救助隊員５０名（２０消防本部） 

⑶ 東京会場 

日 時：平成２３年１２月２日（金）～５日（月） 

場 所：東京消防庁夢の島訓練場 他 

参加者：国際消防救助隊員９０名（３４消防本部） 

２ 内容 

⑴ 講義（１日目） 

消防庁等による講義（国内とは異なる環境での活動、国際的連携枠組み等） 

⑵ 訓練（２～４日目） 

基礎訓練：ブリーチング（鉄筋コンクリート等の破壊技術） 

ショアリング（倒壊建物等における木材を活用した安定化技術） 

クリビング（木材を活用した重量物安定化技術） 

ＣＳＲ（閉鎖空間からの救助） 等 

応用訓練：座屈倒壊を想定した施設での部隊活動訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せください。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【連絡先】国民保護・防災部参事官付 

担 当：松永補佐、小宮係長、松尾事務官 

電 話：０３－５２５３－７５０７（直通） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５７６ 


